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の 配偶者が全財産を取得したときの配偶者軽減

Q :夫が亡くなりました。子供は正式に放

棄の手続きをとりましたので、相続人は妻で

ある私だけとなり、私がすべての遺産約5億

円を相続しました。

民法上、すべての遺産を私が相続すること

ができますので、配偶者の税額軽減により相

続税がかからないと考えてよいでしょうか。

A :相続の放棄がなかったものとした場合

の相続分で計算しますので、全財産を相続し

た場合であっても、半分については相続税の

課税対象となります。

【解説】

相続又は遺贈により財産を取得した者が被

相続人の配偶者である場合には、配偶者の法

定相続分に相当する金額（1億6千万円の方

が大きい場合は1億6千万円）まで相続税が

課税されないことになっています。

この場合の法定相続分とは、民法900条

の規定による配偶者の相続分をいいますが、

相続の放棄があった場合には、その放棄がな

かったものとした場合における相続分をいう

こととされています。

ご質問の場合は、子供が正式に放棄の手続

きをとられたということですが、配偶者の税

額軽減の対象となる配偶者の相続分は、相続

の放棄があった場合には、その放棄がなかっ

たものとした場合における相続分をいいます

ので、あなたの相続分は、子供が放棄する前

の相続分2分の1ということになります。し

たがって、全財産を相続した場合であっても、

半分は相続税の課税対象となります。


